
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
日本光電は、経営理念の実現に向け、商品、販売、サービス、技術、財務体質や人財など全てに
おいて、お客様はもとより、株主の皆様、お取引先様、社会から認められる企業として成長し、
信頼を確立することを経営の基本方針としています。
この経営の基本方針および当社グループの中長期的な企業価値の向上のため、経営の健全性・
透明性・効率性の向上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実
を図ることが重要な経営課題であると考えています。

コーポレート・ガバナンス体制
日本光電は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図る
ため、監査等委員会設置会社を選択しています。また、独立社外取締役を4名選任しており、
取締役会に占める比率は3分の1となっています。独立性の高い社外取締役を選任すること、
執行役員制度を導入すること、監査等委員会と内部監査部門・会計監査人の相互連携を図る
ことなどの様々な施策を講じており、経営の管理監督機能は十分に確保されていると判断し
ています。
なお、社外取締役4名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として東京証券取
引所に届け出ており、経営会議等の重要な会議に必要に応じて関連出席し、客観的・中立的
な立場から適宜必要な意見を述べ、経営の監督を行っています。

■・取締役会
取締役会は、監査等委員でない取締役9名（うち社外取締役は2名）、監査等委員である取締役
3名（うち社外取締役は2名）の計12名（うち女性は1名）で構成されています。取締役会は原
則月1回開催し、法令で定められた事項および日本光電グループ全体の経営に関する重要事
項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行っています。

■・監査等委員会
監査等委員会は3名（うち社外取締役は2名）で構成され、常勤監査等委員を1名選定していま
す。各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針・監査計画・業務分担等に従い、監査
活動を行っています。各監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、内部監
査部門からの監査結果報告に加え、主要な事業所の往査等を通じて、取締役の職務執行を監査
しています。また、会計監査人および内部監査部門との緊密な連携を図っています。なお、常
勤監査等委員は財務・会計部門における長年の業務経験があり、財務および会計に関する相当
程度の知見を有しています。

■・経営会議
取締役会の決定した基本方針に基づく経営活動を推進するため、取締役・執行役員が出席する
経営会議を原則月1～2回開催し、迅速な意思決定と機動的な業務執行に努めています。また、
経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離するため、執行役員制度を
導入しており、取締役を兼務していない執行役員は15名（うち女性は2名）です。

持続的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。コーポレート・ガバナンスの充実

日本光電レポート 2022 25日本光電のValue サステナビリティ 人権・人財 環境品質 情報開示と株主還元の充実 日本光電の地域貢献 財務 ･会社情報ガバナンス



株 主 総 会

監査等委員会
（常勤1名・社外2名）

会
計
監
査
人

指名・報酬委員会

サステナビリティ推進委員会

コンプライアンス委員会

ICT委員会

品質管理委員会

環境委員会

■・指名・報酬委員会
経営の透明性・客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を
設置しています。社外取締役3名で構成され、社外取締役が委員長も務めています。指名・報
酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の候補者案および報酬案、後継者計画について
審議し、取締役会に議案を付議しています。

コーポレート・ガバナンスの充実
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https://www.nihonkohden.co.jp/information/governance_structure.html

コーポレート・ガバナンス体制の詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。
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経営の
透明性向上

執行役員制度の導入

定款上の取締役員数を18名から12名に削減

経営責任明確化のため取締役の任期を１年に
変更

コーポレートガバナンスコード対応を開始

監督機能の
強化

社外取締役選任

女性社外取締役１名選任

社外取締役の割合が３分の1以上となる

社外取締役数（名） 0 0 1 2 4

監査等委員会設置会社へ移行

内部監査室の設置

J-SOX推進委員会規定の制定、
J-SOX推進委員会の設置

報酬

指名・報酬委員会の設置

役員退職慰労金制度の廃止

譲渡制限付株式報酬制度を導入

企業価値
向上に
向けた
取り組み

取締役会の実効性評価を開始

CSR（現サステナビリティ）推進規定の制定、
CRS（現サステナビリティ）推進委員会の設置

統合報告書（日本光電レポート）の公開

社外有識者によるアドバイザリーボード設置

コーポレート・ガバナンス体制の推移　

2007年～

2007年～

2007年～

2000年以前～

2007年～
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コーポレート・ガバナンスの充実

取締役候補の選解任
取締役の選解任に関する株主総会議案については、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問
機関である指名・報酬委員会が提案し、取締役会で決議することとしています。

社外取締役の選任
社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たすことを条件と
し、様々な分野に関する専門的知識・経験等を有し、客観的・中立的な助言および経営の監督
が期待できる人材を選任しています。

取締役の選解任プロセス
取締役候補指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、的
確かつ迅速な意思決定が実施できること、ならびに各個人として人格・見識に優れ、高い倫理
観を有することを基準として、総合的に検討しています。また、監査等委員でない取締役候補
の指名基準は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」、監査等委員である取締役候補の指
名基準は「監査等委員会監査等基準」、取締役の解任基準は「コーポレートガバナンス･ガイド
ライン」に定めています。

取締役の報酬
日本光電は、業績や株主価値との連動性を高め、経営の透明性の向上と中長期的な成長性、収
益性の向上を図ることを目的として、取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定
方針を次のとおり定めています。決定方針の決定の方法については、取締役会の任意の諮問機
関である指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会の決議により決定しています。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する
よう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針としています。
監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬は、月額固定報酬としての基本報酬、短
期業績を反映した業績連動報酬としての賞与、および中長期の企業価値の持続的な向上を図る
インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成します。監督機能を担う監査等委員であ
る取締役および社外取締役については、月額固定報酬のみの構成とします。

■・月額固定報酬
役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合
的に勘案して決定するものとします。

■・業績連動報酬
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した賞与とします。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環
境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。目標値に
対する達成度合いを全取締役共通の評価指標とするほか、各取締役の担当領域に応じた個別評
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コーポレート・ガバナンスの充実

価を行い、支給率の変動幅を0％～200％として算出された額を賞与として毎年、一定の時期
に支給します。

■・譲渡制限付株式報酬
原則として毎年、当社と監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結した上で、役位に応じて決定された数の当社普通株式を割当てます。株主価
値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役および執
行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間としています。

■・監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の種類別の報酬割合
当社と同程度の事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績
連動報酬のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会
は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取
締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。個人別の報酬額については取締役会
決議とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏
まえた業績連動報酬の評価配分としています。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよ
う、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとします。なお、譲渡制限付株式報酬は、
指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。

■・監査等委員である取締役の報酬
経営に対する独立性、客観性を重視する観点から月額固定報酬のみで構成され、各監査等委員
の報酬額は、監査等委員の協議にて決定します。

区 分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 支給人員
（名）固定報酬 業績連動報酬 譲渡制限付株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く） 320 162 135 22 7

取締役（監査等委員）
（社外取締役を除く） 22 22 ー ー 2

社外取締役 41 41 ー ー 4

役員報酬等の額（2022年3月期）

※・上記の取締役に対する報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人相当額42百万円は含めていません。
・ 譲渡期限付株式報酬の支給人員は6名です（日本国内非居住者1名は対象外のため）。
・ 2016年６月定時株主総会決議による監査等委員でない取締役の報酬限度額：年額４億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額
３千万円以内）、監査等委員である取締役の報酬限度額：年額８千万円以内

・ 2020年６月定時株主総会決議による取締役（監査等委員および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として
支給する金銭報酬債権の総額：年額１億円以内
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コーポレート・ガバナンスの充実

実効性評価
日本光電は、全取締役12名に対し、取締役会の規模・構成や取締役会の運営状況などに関す
るアンケートを実施し、取締役会の実効性の評価および課題と今後の改善策について議論して
います。
評価の結果、取締役会の規模・構成・運営状況等において、適切な経営監督機能を発揮するた
めの体制が確保できていることが確認されました。また、社外取締役を含めて自由に発言でき
る雰囲気があり、活発な議論が行われていることなど、取締役会全体の実効性が確保されてい
ることを確認しました。
2021年度は、前回の評価結果を踏まえ、取締役会の審議時間を十分に確保するために運営方
法を見直し、会議付議・決裁手続き基準を改定するとともに、フリーディスカッション形式の
社外取締役意見交換会を開催するなど、社外取締役への支援を強化しました。一方、コンプラ
イアンスや内部統制、リスク管理に関するさらなる議論の必要性および社外取締役への支援体
制の一層の強化を課題として共有しました。
過去の改善の取り組みを継続するとともに、今回の評価結果を受け、取締役会の構成員として、
女性や外国人の登用について引き続き検討します。また、各ステークホルダーとのコミュニ
ケーションをより一層充実させるため、サステナビリティ経営推進、情報開示を強化します。
今後も、持続的な企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、取締役会
全体の実効性向上に継続的に取り組みます。

取締役のスキルマトリックス
取締役12名がそれぞれの知識・経験・能力を生かして、長期ビジョン、中期経営計画の実現
に向けた意思決定と業務執行の監督を行っています。
また、取締役の専門性・経験とは別に、取締役全員がサステナビリティの視点を持って経営に
取り組んでいますが、今後、さらなる強化を図っていきます。

氏名 地位 企業経営 グローバル
経験

営業・
マーケティング

製造・技術・
研究開発

法務・リスク
マネジメント

財務・会計・
M&A

人事・
人財開発 ESG・SDGs

荻野・博一 代表取締役
社長執行役員 ● ● ● ● ●

田村・隆司 代表取締役
専務執行役員 ● ●

長谷川・正 取締役
専務執行役員 ・ ● ● ● ● ●

広瀬・文男 取締役
常務執行役員 ● ● ●

田中・栄一 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● ●

吉竹・康博 取締役
常務執行役員 ● ● ●

佐竹・弘行 取締役
常務執行役員 ●

村岡・香奈子 社外取締役
指名・報酬委員 ● ● ●

笹谷・秀光 社外取締役 ● ●

平田・茂 取締役
常勤監査等委員 ● ● ●

川津原・茂
社外取締役
監査等委員
指名・報酬委員

● ● ●

清水・一男
社外取締役
監査等委員
指名・報酬委員

● ●
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